
 

                                  

 

 

要  旨  

全国的にブラック企業等があり、長時間労働やサービス労働を行って

いる実態があるとされる。また、体力の低い者や家庭の事情等によって

は、標準の労働が耐えられない者もいるという。障害者や高齢者、子育

て中の保護者など、いわゆる短時間労働でしか就労できない者に対し、

現状、雇用状況は厳しいものがある。派遣会社等では、実質適切な業務

がなく、あっせんを行わないケースもあるようである。 

ついては、それらの改善を求めるため、下記の決議を可決していただ

きたい。 

記 

１ 標準の労働が耐えられない国民に対し、行政は、国民の権利を擁護

するため、企業に対し、事業所での短時間就労の促進やＳＯＨＯ及び

在宅勤務など、さまざまな状況に合わせた労働の提供を促進するよう、

常に継続して尽力しなければならない。 

２ 短時間労働であっても、会社の勤務者として、企業の一部負担によ

る社会保険、厚生年金、雇用保険の一部支払い及び一部適用ができる

ように制度を整備するよう求める。 

３ これらの事項について、推進していくよう求める。 
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